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乗合タクシー停留所の空白地域解消について 

 

１．現状と課題 

乗合タクシーの地域停留所について、地域まちづくり協議会からの要望を随時受け

付けており、設置基準に基づいて追加設置を行っています。 

健康福祉部のタクシー料金助成制度において、乗合タクシー停留所が、75 歳以上の

利用申込者の居住地から徒歩圏内にないため乗合タクシーに乗車することが困難と

判断されてタクシー券を交付に至った事例がありました。 

このことから、上記の理由によりタクシー券を交付した地域を中心として、乗合タ

クシー停留所の空白地域を解消させて、さらに利便性の向上を図る必要があります。 

 

２．検証 

 健康福祉部からの情報提供をもとに乗合タクシー停留所の追加設置が必要な候補

地を検証します（円は直径 500 メートル）。 

候補地（13 カ所） 

 

No.1 

本町地区まちづくり協議会 

 

高塚町地内 

（亀山高校東側） 

 

周辺に地域停留所はあるが

いずれも距離がある 

 

No.2 

御幸地区まちづくり協議会 

 

御幸町地内 

（JR 亀山駅西側） 

 

周辺に地域停留所はあるが

いずれも距離がある 
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No.3 

城北地区まちづくり協議会 

 

西町地内、羽若町地内 

（羽若橋周辺） 

 

K-8 羽若町公民館前とは大

きな高低差がある 

 

No.4 

城北地区まちづくり協議会 

 

住山町地内 

（住山住宅） 

 

周辺に地域停留所なし 

 

No.5 

城北地区まちづくり協議会 

 

亀田町地内 

（105 亀山市立医療ｾﾝﾀｰ

(病院本館)の北側） 

 

周辺に地域停留所なし 
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No.6 

神辺地区ふれあいまちづく

り協議会 

 

布気町地内 

（野尻地区） 

 

周辺に地域停留所なし 

 

No.7 

神辺地区ふれあいまちづく

り協議会 

 

布気町地内 

（落針地区） 

 

周辺に地域停留所なし 

 

No.8 

野村地区まちづくり協議会 

 

野村町地内 

 

周辺に地域停留所なし 
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No.9 

井田川地区南まちづくり協

議会 

 

栄町地内 

 

周辺に地域停留所なし 

 

No.10 

井田川地区南まちづくり協

議会 

 

井尻町地内 

 

周辺に地域停留所なし 

 

No.11 

川崎地区まちづくり協議会 

 

田村町地内 

（D-17 田村公民館前の東

側） 

 

周辺に地域停留所なし 
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No.12 

川崎地区まちづくり協議会 

 

川崎町地内 

（川崎小学校南側） 

 

周辺に地域停留所なし 

 

No.13 

川崎地区まちづくり協議会 

 

川崎町地内 

（国道 306 号原四ツ辻交差

点南側） 

 

周辺に地域停留所なし 

 

 

３．今後の方針 

 地域停留所設置基準（停留所間隔は、原則 500 メートル以上）を満たす候補地につ

いて、地域まちづくり協議会に情報提供を行い、地域停留所の設置場所が調整できた

ところから追加設置することとします。 


